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Ⅰ　はじめに

第２次世界大戦後、イングランドおよびウエールズ（以下、「イング
ランド」と略記する）において、近代的な民事法律扶助制度の原点とな
る1949年法律扶助および助言法（The Legal Aid and Advice Act1949、
以下、「49年法」と略記する）が制定されてから60年あまりの歳月が経っ
ている１。民事法律扶助は、従来の弁護士による無償の法的サービスと
いった慈善的な性格から国庫負担による訴訟代理および法律相談などの
法的サービスを提供する社会保障的な性格として再構築されている。第
２次世界大戦後の社会福祉国家思想を国民が支持し、国民健康保険制度
が整備される原動力にもなっている２。

資力が十分にないものに対する裁判を受ける権利を実質的に保障する
ために民事法律扶助の対象は、裁判手続を中心に発展している。民事法
律扶助の担い手の中心は弁護士であり、イングランドの民事法律扶助の
対象は、もともと離婚事件および交通事故などの人身傷害事件が中心と
なっており、我が国では、自己破産および離婚事件が中心となっている。
　民事法律扶助の対象は、伝統的な法律相談および訴訟代理だけではな
く、情報提供および裁判外紛争解決手続（ADR）に拡充されている。
法律扶助の多様化に伴い、その担い手も従来の弁護士による法律相談お
よび訴訟代理だけではなく、市民相談所などの法律家以外の者の役割も
重要になっている。

リーマンショック後の長引く不況の下で、失業者の増加、住宅ローン
の延滞による住宅の差し押さえなどによって民事法律扶助を必要とする
者は増加傾向にある。しかし、ギリシャの経済危機の波及により国家財
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政の逼迫からイングランド３をはじめとするヨーロッパの国々では、法
律扶助の予算が削減される事態４に直面し、法律扶助の更なる効率化が
求められている。

他方、我が国５、中国および台湾などでは、民事法律扶助事業が拡充
している６。中でも、ブラジルでは、従来の弁護士によるプロボノから
1988年の憲法において国の責務として法律扶助を明文で規定し、公設弁
護人事務所が設立され、公設弁護人事務の予算も2007年から2009年の間
に1.45倍に増加している７。

複雑多様化している社会における民事法律扶助のニーズや財政状況が
各国で異なっているので、民事法律扶助の国際的潮流を包括的に論ずる
ことは極めて困難である。そこで、本論文は、2009年から2012年に開催
された法律扶助の国際会議における議題８を参考に、緊縮財政のもとで
民事法律扶助が直面する諸問題として、多様化する訴訟費用の調達手段
と法律扶助、裁判紛争解決手続（ADR）と法律扶助および法律扶助の
運営主体の独立性を取り上げることにする。

Ⅱ　緊縮財政のもとで民事法律扶助が直面する諸問題

１　多様化する訴訟費用の調達手段と民事法律扶助

（１）多様化する訴訟費用の調達手段

訴訟を提起する際には、弁護士費用を含めた訴訟費用を誰が負担すべ
きか、が問題となる９。当事者本人が自己負担する以外に、当事者に資
力が十分になく、勝訴の見込みが認められれば、民事法律扶助が認めら
れる。

法律扶助の他にも労働組合の組合員であれば、訴訟費用を組合が負担
する場合、権利保護保険に加入している場合、弁護士との間で成功報酬
を締結する場合あるいは弁護士がプロボノで行い、依頼人に弁護士報酬
を請求しない場合および第三者が訴訟費用を提供する場合（third party 
fund）などが考えられる10。
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民事法律扶助の国際的潮流

権利保護保険は、自動車の保有者、自営業者などに対する法的紛争に
関し、訴訟費用などを提供するものである。ドイツにおける権利保護保
険が普及している要因の一つとして、民事法律扶助事件の場合、勝訴し
ても敗訴者から償還しうる訴訟費用および弁護士報酬が法律上抑制され
ている（ドイツ民事訴訟法91条１項・123条、弁護士報酬法49条）こと
から弁護士は民事法律扶助よりも権利保護保険を好む傾向にあるとされ
ている11。

イングランドでは、あらかじめ自動車保険あるいは火災保険などに弁
護士費用の補償特約を組み込むことによって、弁護士費用などの訴訟費
用のほか、敗訴した場合に相手方の訴訟費用をカバーする事前保険

（before the event）だけではなく、紛争後に成功報酬と事後保険（after 
the event）を組み合わせることも普及している12。

成功報酬は、アメリカにおける全面成功報酬（Contingent Fee）のよ
うに勝訴した場合に認容された賠償額の一定割合を弁護士報酬として当
事者に請求するが、敗訴した場合には弁護士報酬を請求しない場合、あ
る い は イ ン グ ラ ン ド に お け る 条 件 付 成 功 報 酬（Conditional Fee 
Arrangements）のように勝訴した場合に通常の弁護士報酬（時間給に
より算定するのが一般的である）を基準として最大100％まで上乗せを認
めるが、敗訴した場合には弁護士報酬を請求しない場合に大別される13。

イングランドでは、弁護士報酬を含めて訴訟費用敗訴者負担を採用し
ているため、敗訴すれば、敗訴当事者は相手方の訴訟費用を負担する危
険があるため、条件付成功報酬を締結する際に事後保険に加入し、訴訟
の勝敗にかかわらず当事者が訴訟費用を負担しないようにするのが一般
的である。事後保険料は当事者ないし弁護士が負担している。

事前保険の場合には、保険会社は予見可能性を重視し、弁護士費用を
コントロールして、訴訟費用を抑制しようとする。これに対して、事後
保険と条件付成功報酬が組み合わさると、原告は敗訴した場合のリスク
を実質上負わないため、弁護士の訴訟活動に関心を持たなくなり、原告
の弁護士は過剰な訴訟活動を行い、敗訴被告により多くの成功報酬を請
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求し、敗訴被告の保険会社に訴訟費用を負担させる傾向にある。このた
め、事後保険料は事前保険料よりも高額になっている14。

第三者による訴訟費用の提供15とは、その具体的な契約内容によって
異なりうるが、当該訴訟と無関係の第三者（個人または団体）が当事者
の訴訟費用、弁護士費用、鑑定人費用およびその他の必要経費の全部ま
たは一部を支給するものである。当事者が勝訴した場合または和解が成
立した場合には、判決の認容額または和解で定められた金額に基づく一
定額を第三者の報酬として償還する。当事者が敗訴した場合に、第三者
は当事者に提供した訴訟費用の償還をしない。さらに、勝訴した相手方
の訴訟費用に関しても一定の範囲で第三者が負担することをあわせて約
定している。第三者は、訴訟費用の提供に関して、いつでも解約するこ
とが認められている。弁護士は当事者から委任されて、訴訟追行を行う
が、和解、訴えの取下げなどの訴訟行為をする場合には、第三者の合意
を必要とする。請求金額、勝訴の見込み、具体的な争点、事件の終結ま
での期間、事件を担当している弁護士の報酬などによって、第三者が負
担する訴訟費用の範囲および勝訴した場合に償還する第三者の報酬もそ
れぞれ異なる。理論的には、第三者は個人の場合も考えられるが、実際
上は、保険会社、倒産のマネジメント会社のほか、銀行、投資会社およ
び新たな投資先を模索しているヘッジファンドなどである。収益を確保
する必要性、敗訴した場合には、相手方の弁護士費用を含めた訴訟費用
を負担することなどからかなりの資金力、専門性および組織力が不可欠
だからである。

第三者による訴訟費用の提供は、もともとオーストラリアあるいはイ
ングランドなどのコモンロー諸国において、管財人などが倒産会社の取
締役などに対する責任追及訴訟を提起する場合の資金調達手段として定
着している。近時は、法律扶助の対象とならない会社訴訟や仲裁事件に
も適用が拡げられている。さらに、集団訴訟の原告の新たな資金調達手
段として期待されている。成功報酬による場合に弁護士は、弁護士報酬
を含めた訴訟費用に関して、訴訟の結果に左右されるのに対して、第三
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者による訴訟費用の提供を受ければ、弁護士は、第三者にリスクを転嫁
できる。

第三者による訴訟費用の提供と成功報酬制あるいは民事法律扶助は当
事者以外の第三者から訴訟費用を調達する点では共通しているが、本論
文では、第三者による訴訟費用の提供は狭義の意味で用いる16。
（２）多様化する訴訟費用の調達手段と民事法律扶助

一般人が訴訟費用を自己負担することは現実的には困難であるため、
第三者から訴訟費用を調達することは、裁判を受ける権利を実質的に保
障する上で重要な役割を果たしている。第三者から訴訟費用を調達する
ことは、敗訴リスクを第三者と共有することによって、当事者が敗訴し
た場合に、訴訟費用を負担するリスクを軽減する役割も果たしている。
特にイングランドでは、弁護士報酬を含めて訴訟費用に関して敗訴者負
担主義を原則として採用しているため、敗訴した場合の訴訟費用のリス
クは我が国よりも高い。ただし、相手方から和解（settlement）の申出
があったにも関わらず、それを拒絶したが、結果的に相手方からの和解
の申出額よりも判決の認容額が少ない場合には、勝訴しても弁護士費用
を含めて訴訟費用を敗訴当事者に請求できない（1998年民事訴訟規則36
章）17。和解の申出は、各当事者が訴訟費用を相手方に転嫁する訴訟戦
術として行う側面が強く、我が国における訴訟上の和解のように裁判所
による当事者双方の合意形成を図ろうとするものではない。

当事者の資力や社会的地位とは無関係に裁判を受ける権利を実質的に
保障するために、イングランドでは民事法律扶助が重要な役割を果たし
ている。民事法律扶助を受給するには、一定の資力要件および勝訴の見
込みが十分にあり、訴訟を追行するのに合理性が認められなければなら
ない（メリット・テスト）。敗訴した場合にも法律扶助の受給者は、原
則として勝訴当事者に対して訴訟費用を負担しない。

イングランドでは、1980年代まで、中間所得層の大部分は民事法律扶
助の受給資格を有していたとされるが、法律扶助予算が次第に増大した
ため、受給資格が厳格化され、1990年代半ばから、中間所得層は民事法
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律扶助の受給資格を満たさなくなっている。
そこで、条件付成功報酬を民事法律扶助の代替手段として拡充する政

策をとっている。従来は、敗訴者からは通常の弁護士報酬を請求できる
が、成功報酬は勝訴当事者が負担していたのを1999年司法へのアクセス
法（Access to Justice Act 1999（1999Ch.22）、以下、「99年法」と略記
する）により、通常の弁護士報酬だけではなく、成功報酬および権利保
護保険料を敗訴当事者に償還できるようにしている（同法27条、29条）。
民事法律扶助の代替手段が認められることを理由に法律扶助の受給資格
を否定することは禁じられていたが、医療紛争を除いた交通事故類型に
関して原則として民事法律扶助の対象から除外している18。

イングランドでは、戦後の社会保障制度の充実を目指す中で、民事法
律扶助の対象や予算規模も拡充していった。しかし、近年では高騰する
法律扶助予算を抑制するために、法律相談に対する固定給の導入、民事
法律扶助の受給資格の厳格化などの種々の改革の試みが行われたもの
の、結果的には成果を上げることができなかった。ただし、実際に法律
扶助予算が高騰している要因は刑事事件によるものであり、むしろ民事・
家庭事件の予算は頭打ちになっている19。

民事法律扶助の受給資格が著しく制限されているため、司法へのアク
セスを実現する手段は、社会福祉国家の理念に基づいた民事法律扶助か
ら権利保護保険、成功報酬あるいは第三者からの訴訟費用の提供などの
多様な民間資金の活用への転換を余儀なくされている20。

2012年 に 成 立 し た 法 律 扶 助 改 革 法（Legal Aid, Sentencing and 
Punishment of Offenders Act 2012（2012 Ch.10）、 以 下、「2012年 法 」
と略記する）は、財政の健全化を図るため、民事法律扶助の対象を極め
て厳格に制限している。金銭請求に関しては、第一義的には成功報酬あ
るいは権利保護保険によるべきであり、民事法律扶助は例外的にのみ認
められるべきであるという立場を採用している21。既に、99年法により、
医療訴訟以外の人身被害類型に関しては、民事法律扶助の対象から除外
していたが、2012年法は、医療訴訟に関しても胎児が重度の脳性麻痺を
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発症した事例などに限定し、原則として民事法律扶助の対象から除外し
ている（Schedule １ para23）。

医療訴訟などのように民事法律扶助から除外されている事件類型に関
しては、成功報酬によって代替されるかが問題となる。

控訴院裁判官であるジャクソン卿は、クラーク記録長官22から訴訟費
用の問題に関する調査を命じられ、最終報告書が2010年に公刊されてい
る23。特に条件付成功報酬が締結されている交通事故や労働災害事件に
おいて、勝訴当事者の弁護士と敗訴当事者の保険会社間で、事後保険料
および成功報酬（時間給で算定されるのが一般的）が合理的な額である
かをめぐって、多数の訴訟が提起され、事後保険料も上昇しているのを
問題にしている24。ジャクソン卿は、99年法の施行前と同じように事後
保険料を敗訴者から償還すべきではない、と提言している25。原告は、
条件付成功報酬を締結し、敗訴した場合に相手方の弁護士費用を負担す
るリスクを回避するために事後保険に加入しているが、保険料および成
功報酬は敗訴被告の保険会社に償還できるため、勝訴当事者の弁護士に
は、成功報酬を抑制する要因が働かないからである。成功報酬に関して
も、事後保険料と同様に敗訴当事者の保険会社に転嫁することは適切で
はないとして、敗訴者から償還すべきではない、と提言している。

敗訴者から、事後保険料および成功報酬を償還できない代わりに、以
下の点を認めている。第一に、勝訴当事者が保険料を負担する代わりに
財産的損害に関して10％の引き上げを認めること26、交通事故などの人
身傷被害類型では、相手方の訴訟費用を支払うリスクを回避するために、
被告のみの片面的な訴訟費用敗訴者負担を導入すること27、勝訴当事者
に償還できる成功報酬額について、逸失利益などを除外した損害賠償額
の25％に制限すること28である。

ジャクソン卿のこれらの提言に対しては、事後保険料および成功報酬
を相手方から償還すること自体に合理性がないと判断するなら、代替措
置を論ずる必要はないこと、被告のみの敗訴者負担を認めても原告が被
告に対して、和解の申出を行うことができること、提訴が不当であるな
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ど原告の訴訟活動が合理的であると認められない場合には、裁判所は裁
量で敗訴者に訴訟費用の負担を命ずる余地を認めているので、訴訟費用
の合理性に関して、原告側弁護士と被告側保険会社間で紛争が生じうる
との批判がなされている29。

2012年法は、ジャクソン卿の勧告を採用し30、原則として保険料の償
還を認めず、医療訴訟に関しては保険料の償還を例外的に認める余地を
認めている（同法46条）。勝訴した場合に相手方から償還できる成功報
酬の上限を設けている（同法44条）ので、弁護士が医療訴訟などの複雑
な事件を受任する積極的な誘因を阻害するおそれがある。

民事法律扶助の予算には限界がある以上、権利保護保険、成功報酬お
よび第三者による訴訟費用の提供など訴訟費用の調達手段が多様化して
いることは、当事者の選択の幅を拡げ、市場競争を促進し、望ましいよ
うに思える。たしかに、アメリカでは、弁護士のプロボノ活動31あるい
は交通事故などの不法行為訴訟の原告が金銭賠償を求める場合に全面成
功報酬制度が重要な役割を果たしている32。しかし、非金銭請求に関し
て訴訟費用の適切な調達手段があるとはいえず、全ての事件類型に相応
しい訴訟費用の調達手段が存在するわけではない33。

訴訟費用を誰が負担しているかを一義的に定義すること自体も困難と
なっている。当事者が訴訟費用を自己負担しているかあるいは第三者か
ら調達しているか、両者の区別も相対的となっているからである。例え
ば、訴訟費用を自己負担する場合も、手持ち資金だけではなく、銀行な
どからの借り入れる場合がある。法律扶助の受給者も資力要件から分担
金を当事者が負担する場合には、国庫からの支出と自己負担が併存して
いる。

特に成功報酬制および第三者から訴訟費用を提供する場合には、当事
者だけではなく、弁護士、保険会社などの第三者の役割が重要になる。
提訴するのか、和解するのかあるいは裁判外の紛争解決手続による解決
を図るかなど当事者と第三者の利害が対立する場合があり、両者の関係
をどのように調整するのかが問題となる。
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2012年法は、家庭内暴力34に関しては、民事法律扶助の優先領域とし
ているが、それ以外の家庭事件はメディエーション（meditation）35を
利用する場合を除いて、原則として民事法律の対象から除外している

（Schedule １ paras11-14）36。そこで、裁判外紛争解決手続と民事法律
扶助の関係をどのように考えるべきかが問題となる。

２　裁判外紛争解決手続と民事法律扶助

（１）裁判外紛争解決手続

1970年代は、権利救済の観点から裁判が重視されてきたが、現在では、
むしろ紛争の迅速で安価な解決という観点からメディエーションなどの
裁判外紛争解決手続による解決が重視されている。裁判は弁護士を中心
に手続が進められるのに対して、裁判外紛争解決手続は当事者本人が手
続に直接参加すること、当事者間の合意形成過程の重要性、当事者の必
要性や関心に応じて実際の手続を進めること、謝罪など金銭賠償以外の
柔軟な解決が図れることなどから裁判手続と比較して、当事者の満足度
が一般に高いとされているからである37。

イングランド38、オーストラリア39などにおける近時の民事司法制度
改革では、司法へのアクセスを促進するために裁判手続の迅速化、訴訟
費用の抑制とともに、メディエーションなどの裁判外紛争解決手続を積
極的に奨励する政策がとられている。

EU諸国内においても国際間の紛争における司法へのアクセスを促進
するものとして、民事および商事事件に関して裁判外紛争解決手続の積
極的な活用に関する指令が出されている40。

司法へのアクセスが十分ではないと批判されながら、無駄な訴訟が増
加していると指摘されており41、一見すると互いに矛盾する要請に応え
るものとして、家事事件だけではなく、民事・商事事件においても裁判
からメディエーションの積極的活用に政策が転換している42。

イングランドにおける1998年民事訴訟規則は、裁判所が裁判外紛争解
決手続を促進するために、訴訟手続を休止することができる（1.4条
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（２））。提訴前のプロトコールにおいても裁判外紛争解決手続の利用が
奨励されている43。

イングランドでは、メディエーションを促進するために、2003年に民
事メディエーション評議会（Civil Mediation Council）が設立され、メディ
エーションの質を向上し、メディエーションの信頼を高めるためにメ
ディエーションを行っている団体に関して、認証評価を行っている。
2005年に当事者および代理人のために、メディエーションの利用相談を
設けている44。当事者が合理的な根拠なしに相手方からの和解や裁判外
紛争解決手続の利用を拒絶し、訴訟を続行し、勝訴した場合であっても、
敗訴当事者に訴訟費用を転嫁しないなどの制裁を課すことができる

（1998年民事訴訟規則26.4条、44条）。裁判外紛争解決手続の利用を拒絶
した当事者が勝訴した場合に、合理性が認められるか否かをめぐって裁
判上争われている45。イングランドのように費用によるサンクションを
課すことは、結果的にメディエーションによる当事者の合意形成を阻害
する恐れがある46。
（２）民事法律扶助と裁判外紛争解決手続

民事法律扶助の対象は、権利実現の観点から裁判手続を中心に発展し
てきた。しかし、近時の司法制度改革における裁判外紛争解決手続、特
にメディエーションの積極的活用は民事法律扶助の対象の重点を裁判手
続からメディエーションに移行させている。

イングランドの1996年家族法は、離婚手続に不合理に高い費用をかけ
ない（同法１条c）ために、訴訟よりもカウンセリングやメディエーショ
ンの利用を奨励しており、家庭事件のメディエーションは法律扶助の対
象となっている47。

この背景には、政府のメディエーションなどの積極政策だけではなく、
法律扶助の予算が高騰し、費用を抑制することが急務であることが挙げ
られる。

Genn教授は、民事法律扶助予算の削減や民事裁判の負担軽減策とし
て、メディエーションを奨励することは、より容易で安価な方法として
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メディエーションの促進をしているだけであり、メディエーションの質
を向上させることにもつながらないと批判されている48。メディエー
ションは、あくまでも裁判手続を補完するものであり、本来民事裁判手
続の適正・効率化を図るべきであるのに、メディエ－ションの活用を強
調し、民事法律扶助予算を削減することは司法へのアクセスを拡充する
ことにはならないと指摘されている49。

裁判外紛争解決手続が積極的に活用されるためには、情報の提供や法
律相談が重要となる。オーストラリアでは、非営利法人であるコミュニ
ティリーガルセンター（Community Legal Centre）が経済的、社会的
あるいは法律的に不利益を受けている市民に対して情報提供、法律相談
および代理などの活動をしている。裁判外紛争解決手続が普及するには、
コミュニティリーガルセンターとの連携が今後重要であるが、当事者間
に格差が存在する場合にどのように裁判外紛争解決手続を公平に行って
ゆくのかなど裁判外紛争解決手続への信頼関係が構築されることが必要
であると指摘されている50。

イングランドにおいても情報提供や法律相談が重要となるが、電話相
談やインターネットの積極的な活用51が強調されている。しかし、従来
の対面による法律相談に代替し、適切な助言を行うことができるかが懸
念されている52。

３　法律扶助の運営主体の独立性

（１）はじめに

法律扶助の運営主体の独立性をどのように確保すべきかについて論ず
る前提としてイングランドにおける法律扶助の運営主体の変遷を概観す
る。

49年法では、弁護士が提供する訴訟代理および法律相談は、国庫から
支払われるが、法律扶助を運営する主体は、弁護士の専門家としての独
立性を維持するために、ソリシタの代表機関であるソリシタ協会が行っ
ている53。
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サッチャー政権の下で成立した1988年法律扶助法は、法律扶助の運営
主体として、独立行政法人である法律扶助評議会（Legal Aid Board）
を設け、法律扶助の運営主体と法的サービスの提供主体を分離するとと
もに、構成員には法律家だけではなく、経済界からも登用している。サッ
チャー政権の下では、医療、教育などの公共部門においても市場原理の
導入が唱えられ、法律扶助の効率性と質の充実を図る必要性があったか
らである。法律扶助の改革は専ら法律扶助の運営主体の独立性を高める
ことに主眼がおかれ、他の公共事業のように抜本的な改革を目指してい
たわけではなかった。法律扶助の運営費や事務作業が増加し、ソリシタ
協会だけでは法律扶助の運営を行うことは困難であり、第三者機関に委
譲することに異を唱えることはもはやできなかったとされている54。

1997年の総選挙でブレア労働党政権が誕生し、法律扶助の抜本的改革
が行われている。99年法は、一定の予算の枠内で民事法律扶助事業（特
に弁護士による訴訟代理）および費用を政府がコントロールするととも
に、地域のニーズと優先性に応じた質の高い法的サービスを事業計画に
従って提供するという目標を掲げ、法律扶助の運営組織および対象を抜
本的に改革している。一連の改革は、学校、健康保険などの公的部門の
効率性と質の維持を重視するnew public managementの強い影響を受け
ている。法律扶助が機能不全に陥った最大の原因は、弁護士の自己規律、
専門家の職業意識が適切に機能しなかったという立場に基づいている55。

法律サービス委員会（Legal Services Commission）が99年法に基づ
いて、新たに設けられ、法律扶助評議会に代わって、法律扶助の運営を
行っている。法律サービス委員会は、一定の予算の枠内で、地域のニー
ズと優先性に応じた質の高い法的サービスを提供することを目指してい
る。法律サービス委員会は、各地方公共団体やコミュティと協力して、
地域および全国的な実施計画の立案、資金提供、実施計画の進捗状況お
よび支出に関する年次報告書を大法官に提出する。法律サービス委員会
は、従来の民事・家事法律扶助を統合したコミュニティ・リーガルサー
ビスおよび刑事法律扶助を統合した刑事弁護サービスの運営および予算
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について責任を負う。法律サービス委員会は、大法官があらかじめ策定
したコミュニティ・リーガルサービスの年間予算および優先領域に従っ
て、具体的な予算配分を行う。2007年から司法省が、大法官に代わって、
法律扶助の政策決定および資金提供の責任を負っている。

コミュニティ・リーガルサービスに関する政策決定について、司法省
と法律サービス委員会の責任体制が明確に定められておらず、法律サー
ビス委員会の中央集権的な政策形成および予算配分と地方公共団体の政
策および予算配分が有機的に整合していないことなどの問題点が指摘さ
れている56。さらに、会計検査院は、法律相談および訴訟代理に関して、
受給資格を適切に審査していない、過剰な支払いを行っているなどの不
適切な予算執行を指摘している57。

2010年の総選挙で保守党と自由党の連立政権が誕生し、再び法律扶助
の抜本的な改革が行われている。司法省による法律扶助政策決定と法律
サービス委員会による具体的な予算配分の責任の所在が問題となり、両
者の関係についてMagee氏によって調査が行われ、2010年に報告書が公
刊されている58。

民事法律扶助の個別事案に関して、政府が干渉するのは適切ではない
が、法律扶助の政策決定をめぐる司法省と法律サービス委員会の関係が
不明確であること、このため民事法律扶助および刑事法律扶助の優先領
域の決定および法律扶助のガバナンスも不十分であると指摘している。
報告書は、①現行制度を維持するが、ガバナンスや責任についてより明
確化すること、②政策決定と責任を一体化するために法律サービス委員
会を行政機関の一部門に組み入れること、③裁判所に組み入れること、
④効率性を高めるために民営化すること、⑤民事法律扶助と刑事法律扶
助の予算を分離する、といった選択肢を提案している。

司法省は、法律扶助政策および財政の一元化を図るために、報告書の
②案に則して、独立行政法人である法律サービス委員会を廃止し、法律
扶助を司法省の一部門に組み込むことを立法で定めることを明らかにし
ている59。
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（２）法律扶助の運営主体の独立性

当事者が第三者から訴訟費用を調達している場合には、提訴すべきか
あるいは裁判外紛争解決手続による解決を図るのか、提訴後において、
和解するのかあるいは判決を求めるのかなどをめぐって当事者と訴訟費
用を提供している者との間で利害対立が生ずる場合がある。当事者と弁
護士が成功報酬を締結する場合には、弁護士が訴訟の結果に対して経済
的利害関係が生ずる60ために、もともと成功報酬を禁止する要因となっ
ていた。イングランドでは、1990年裁判所および法律サービスに関する
法律58条に基づいて、1995年から条件付成功報酬は、人身被害事件、破
産事件およびヨーロッパ人権裁判所事件の３つの領域のみで認められた
のが、99年法により、法律扶助に代替するものとして対象が拡充されて
いる61。

第三者による訴訟費用の提供に関しては、当事者と弁護士だけではな
く、弁護士と資金提供者である第三者との間で、訴訟を続行するのか、
あるいは和解をするかなどをめぐって利害対立が顕在化し、今後どのよ
うに規律すべきかが問題となっている62。

オーストラリアで、第三者による訴訟費用の提供が普及している要因
は、訴訟費用敗訴者負担を採用しながら、アメリカにように全面成功報
酬が許容されていないからであるとされている63。反対に、成功報酬が
法律扶助の代替的機能を果たしているアメリカでは、第三者による資金
提供に関して、当事者、弁護士および資金を提供している三者との間で
利害対立が生じる64として、消極的な意見が強い。これに対して、イン
グランドでは、当事者間の利害関係に関して十分な議論がなされないま
ま、成功報酬の普及に肯定的であり、第三者による資金提供も自主規制
に委ねる政策を採用している65。

このような状況の下で、イングランドにおいて、法律扶助の運営組織
と政府との関係を問題にし、2012年法で法律サービス委員会を廃止し（38
条）、法律扶助の運営主体を司法省の一部門に組み入れていること（37条）
は、法律扶助の運営組織の人的・物的独立性の問題を議論するよりも、
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政治的な解決が優先しているように思える。法律扶助の抜本的な改革を
行うには、政府の責任の所在を明確にせざるを得なかったとしても、個
別の法律扶助案件における独立性・中立性をどのように維持するのかが
問題となる。特に2012年法は、行政機関に対する司法審査（Judicial 
Review）などに民事法律扶助の対象を限定しているため、個別の法律
扶助の受給決定の判断における中立性の維持が従来よりも重要となるか
らである。

Ⅲ　おわりに

長引く不況によりイングランドなどのヨーロッパ諸国やオーストラリ
ア、カナダなどの多数の国々で国庫予算が削減される中で、法律扶助の
意義が問われている。法律扶助予算に一定の制約がある以上、権利保護
保険、成功報酬制、プロボノおよび第三者による訴訟費用の提供など多
様な訴訟調達の手段を活用することは不可欠であり、法律扶助の対象を
どのように定めるのか、裁判や法律相談に限定するのか、裁判外紛争解
決手続に拡充するのかを検討してゆくことが必要となっている。

イングランドにおける2012年法は、民事法律扶助の対象を限定し、成
功報酬や第三者による訴訟費用の提供などの民間資金の活用、従来の訴
訟代理から裁判外紛争解決手続に重点を移行していること、法律扶助の
主体を独立行政法人から政府の一部門とすること、といった抜本的な制
度改革を行っている。このような法律扶助の効率性を追求したモデルが
果たしてどのように機能するのかを今後注目してゆく必要があろう。

法的ニーズ調査などを継続的に行い、司法へのアクセスを疎外してい
る要因を実証的調査・分析する66とともに法律扶助に関する国際会議を
15年以上にわたって主催してきたリーガルサービスリサーチセンターも
2012年法による法律サービス委員会の廃止とともに解散することになっ
ている。今後も、司法省は、法律扶助事業の検証を行うとしている67が、
転換期に直面している法律扶助に関してリーガルサービスリサーチセン
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ターが担ってきた国際的な比較研究のフォーラムという重要な役割が失
われることは極めて残念である。
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8　2009年10月31日～ 11月2日に台北で開催された法律扶助国際会議「国際的な経
済不況下での法律扶助―新たな挑戦と機会」、2010年6月30日～ 7月2日にダウニン
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